
金
滞
古
蹟
志
巻
九

ま
で
も
、
以
前
の
遺
名
に
て
江
戸
町
御
亭
危
ど
L
唱
へ
、
押
立
て
L

蓮
池
御
殿
な
ど
と
は
不
v
稀
鉢
也
。
さ
れ
ば
御
殿
と
唱
ふ
る
は
‘

A
A
よ

り
後
の
事
た
る
べ
し
。
改
め
て
御
殿
と
稀
し
、
又
後
に
御
用
に
無
v
之

た
L

ま
せ
ら
る
と
い
ふ
事
は
、
奮
記
に
見
賞
ら
歩
。
今
の
御
亭
共
は
‘

皆
寅
腐
の
火
災
後
の
建
物
た
り
と
云
々
。
平
次
按
宇
る
に
、
延
費
四

年
九
月
に
御
座
敷
遊
替
と
あ
る
を
、
蓮
池
帯
の
起
本
と
い
ふ
は
非
た

り
。
寛
文
年
中
既
に
蓮
池
亭
の
あ
り
し
と
と
、
問
越
政
巳
筆
記
に
て

知
ら
れ
け
り
。
叉
文
政
二
年
に
藩
主
十
二
世
機
中
将
湾
民
君
、
蓮
池

と
呼
べ
る
濫
鰯
等
を
穿
盤
せ
ら
る
L

K
付
き
.
富
岡
景
周
よ
り
書
き

上
げ
た
る
考
設
左
の
如
し
。

蓮

池

考

'
λ
4
h
y
 

謹
一
町
一
は
、
古
来
よ
り
の
名
に
非
宇
。
御
盤
の
名
に
蓮
池
あ
り
。
そ
の

b
v

ン

チ

、

A
4ケ

法
り
に
あ
る
地
た
る
故
、
後
人
蓮
池
と
脅
に
て
唱
へ
‘
蓮
池
と
そ
の

名
を
分
つ
よ
し
た
り
。
匙
似
の
名
は
‘
桜
織
前
橋
な
ど
L

い
ふ
類
に
て
、

そ
の
い
に
し
へ
本
源
寺
尾
山
在
城
の
頃
よ
り
の
名
た
り
。
共
の
頃

は
‘
今
の
や
う
に
水
た
く
、
か
ら
ぽ
り
也
。
寛
永
九
年
に
一
微
妙
公
辰

巳
の
水
道
御
開
通
よ
り
水
笠
と
な
る
よ
し
、
開
屋
政
春
の
古
兵
談
に

記
せ
り
。
此
の
艶
肘
の
地
一
は
‘
実
徳
夫
人
御
入
輿
以
後
、
江
戸
町
と

L
ま
せ
ら
る
と
い
ふ
事
は
‘
諮
問
記
に
も
見
賞
ら
宇
。
今
の
御
亭
E
も

は
、
皆
L
R
-

賀
腐
の
火
災
後
の
御
建
物
な
り
と
い
へ
り
。
貞
享
三
年
八

月
十
五
日
に
‘
御
拝
領
の
駿
足
を
ぽ
蓮
池
の
御
亭
に
て
大
老
以
下
の

人
々
へ
見
物
仰
せ
付
け
ら
れ
、
且
御
隼
の
騰
の
雁
を
賜
食
仰
付
ら
る

L
事
.
年
表
に
見
え
た
り
。
一
一
笛
記
に
、
此
の
日
既
に
夜
に
入
り
、

大
夫
以
下
風
雅
の
翠
に
命
じ
て
、
明
月
の
詩
歌
を
献
ぜ
さ
せ
ら
れ
‘

奥
村
府
磁
父
子
の
詩
歌
を
公
賞
し
給
ふ
と
あ
り
。
し
か
れ
ば
蓮
池
の

御
馬
場
も
既
に
共
の
頃
あ
り
し
と
思
は
る
L
-
な
り
。
元
総
丸
年
八
月

十
一
日
に
松
饗
公
江
戸
よ
り
御
蹄
藩
.
直
に
蓮
池
の
御
殿
へ
御
滞
駕

あ
ら
せ
ら
れ
、
年
寄
中
と
御
商
議
あ
り
て
、
同
十
七
日
に
、
三
州
今

年
大
飢
健
な
る
ゆ
ゑ
に
、
倉
膜
を
畿
〈
閑
か
せ
ら
れ
て
窮
民
を
賑
給

せ
ら
る
。
此
の
事
の
詳
細
は
‘
年
表
等
の
諸
書
に
載
せ
た
り
。
此
の

時
此
の
御
殿
へ
御
渚
駕
あ
る
は
.
一
万
稔
七
年
六
月
よ
り
金
按
二
，
丸

御
治
瞥
あ
る
を
以
て
た
り
。
此
の
御
遊
替
は
大
た
る
事
に
て
、
同
十

年
落
成
、
ニ
，
丸
へ
御
移
徒
怠
り
o
按
守
る
に
‘
是
ま
で
は
今
の
串
校

の
地
に
横
山
山
城
・
臭
村
河
内
・
横
山
右
近
の
三
屋
敷
あ
り
。
此
の
屋

敷
ど
も
、
今
年
御
所
墜
に
て
線
地
仰
付
ら
る
。
是
蓮
池
御
殿
の
御
用

屋
敷
と
成
り
た
る
も
の
と
察
せ
ら
る
お
な
り
。
同
十
年
五
月
三
日

金
海
古
蹟
志
巻
丸

O 

て
関
東
よ
り
御
附
の
人
々
の
小
屋
‘
此
所
に
あ
り
。
叉
古
闘
に
此
所

に
作
事
場
と
記
せ
る
は
、
御
年
譜
等
に
、
高
治
二
年
七
月
作
事
所
を

改
め
建
っ
と
載
す
る
も
の
に
し
て
、
卸
ち
故
作
事
の
遺
鋭
是
た
り
。

叉
菅
家
見
聞
集
広
、
高
治
二
年
七
月
、
御
作
事
所
を
奥
村
河
内
柴
清

が
門
前
の
明
地
に
建
て
さ
せ
ら
る
と
あ
る
も
、
是
と
同
所
な
り
。
是

は
此
の
時
の
河
内
居
宅
い
ま
だ
今
の
勝
校
の
地
に
あ
り
し
時
の
事
な

り
。
此
の
地
を
退
く
は
、
元
職
九
年
に
あ
り
。
按
宇
る
に
、
此
の
作

事
所
出
来
の
頃
は
、
最
早
関
東
よ
り
の
御
附
小
屋
も
御
取
鋤
ひ
後
の

故
怠
る
ぺ
し
。
蓮
池
御
殿
は
、
延
貧
困
年
九
月
の
習
得
に
、
故
作
事

所
に
御
座
敷
建
て
さ
せ
ら
る
。
共
の
時
の
奉
行
金
子
安
左
衛
門
・
中

村
兵
左
衛
門
と
あ
り
。
按
宇
る
に
今
の
御
作
事
所
の
地
、
御
作
事
所

と
な
る
は
、
此
の
時
此
に
御
座
敷
御
畿
管
に
付
、
締
地
仰
せ
付
け
ら

る
と
思
は
る
L
也
。
聞
記
卸
ち
此
の
蓮
池
に
御
浩
組
曲
あ
る
起
本
に
し
.

て
、
是
を
後
陀
御
殿
と
も
稀
せ
し
成
る
ぺ
し
。
共
の
頃
は
.
い
ま
だ

何
事
も
質
素
の
時
節
ゆ
ゑ
、
御
座
敷
と
は
唱
へ
、
ま
た
貞
享
の
頃
ま

で
も
、
以
前
の
遺
名
に
而
江
戸
町
御
率
危
ど
L
唱
へ
、
押
立
て
蓮
池
御

殿
な
ど
h

は
稀
せ
ざ
る
鉢
な
り
。
さ
れ
ば
御
殿
と
唱
ふ
る
は
、
是
よ

り
後
の
事
な
る
べ
し
。
改
め
て
御
殿
と
稽
し
、
後
に
御
用
に
無
v

之
た

K
.
此
の
御
亭
に
て
御
射
手
十
九
人
民
的
矢
を
命
ぜ
ら
れ
‘
御
覧
あ

り
。
そ
の
姓
名
等
は
愛
に
時
す
。
此
の
度
延
事
四
年
十
月
十
日
陀
、

議
徳
公
此
の
亭
に
長
い
て
、
年
寄
衆
横
山
賀
林
・
本
多
政
局
・
前
問
直

帰
・
奥
村
修
古
の
四
人
に
紅
葉
見
物
仰
付
け
ら
れ
、
嘉
三
郎
君
御
詠

歌
遊
ば
さ
れ
、
年
寄
衆
は
詩
歌
を
奉
れ
り
。
同
月
十
三
日
・
十
九
日
に

も
.
遁
L
H

見
物
仰
付
け
ら
れ
た
り
。
是
よ
り
後
年
に
も
折
々
此
の
事

あ
り
と
い
へ
ど
も
今
と
L

K
時
し
ぬ
。

卯

月

晦

日

宮

間

痴

龍

翁

考

按
や
る
に
.
右
は
文
政
二
己
卯
年
也
。
宮
岡
氏
は
文
政
元
年
十
二
月

廿
七
目
、
七
十
三
歳
に
て
致
仕
、
痴
龍
翁
と
稀
し
.
養
老
料
五
宵
石

を
賜
は
り
、
翠
二
年
は
七
十
開
設
な
り
0

0

。
蓮
池
居
舘

松
富
公
年
譜
に
云
ふ
。
一
冗
蘇
九
年
七
月
廿
丸
日
江
戸
褒
駕
‘
八
月
十

一
日
蹄
城
、
直
に
按
外
蓮
池
御
殿
へ
被
v
矯
v
入
。
此
の
歳
夏
秋
之
聞
大

に
飢
餓
、
緒
士
粥
を
食
す
。
加
越
能
三
州
毎
郡
に
役
人
二
人
宛
被
v

趨
‘
窮
民
へ
衣
食
を
賜
ふ
な
り
。
且
今
年
宰
相
公
蹄
披
之
営
目
よ
り
‘

蓮
池
御
殿
に
居
住
被
ν
成
。
御
保
護
之
潟
左
り
と
見
h
、
改
作
所
萄

記
に
、
元
総
八
年
凶
作
に
依
っ
て
‘
翌
九
年
飢
人
甚
だ
多
〈
有
v
之、




